
【第１回飯岡保育園三者懇談会】 

◆ 日 時 平成23年10月22日（土） 14時から14時40分  

◆ 場 所 盛岡市立飯岡保育園５歳児保育室 

◆ 出席者 飯岡保育園入所児童保護者４名 

◆ 内容等 

市⇒ 市役所 

保⇒ 保護者 

本⇒ 社会福祉法人 本宮福祉会 

 

＊＊＊児童福祉課長及び社会福祉法人本宮福祉会あいさつ，出席職員紹介＊＊＊ 

 

 【移管計画素案説明】 

市： 資料１として皆様にお渡ししている盛岡市立飯岡保育園移管計画素案について，説

明をさせていただく。 

  計画の目的だが，この移管計画は，盛岡市立飯岡保育園の移管を円滑に行い，移管後

において保育所運営を良好に行うために計画するものである。計画を推進するにあたり，

保護者，移管先法人及び盛岡市の三者で話し合いをしながら進めていくこととしている。 

  計画はそれぞれの期間において目的などが異なるため，４期に分けている。 

  平成23年８月22日は市長の決裁により，社会福祉法人本宮福祉会が飯岡保育園の移管

先法人として決定した日である。この日から来年の３月31日までを第１期とし，移管先

法人決定から引継保育開始までとしている。来年の４月１日から再来年の３月31日まで

を引継保育開始から移管までということで第２期としている。実際に移管する平成25年

４月１日から１年間を第３期，移管後の１年間とし，２年目以降，平成26年４月１日以

降を第４期としている。 

第１期について，（１）は先日の保護者説明会で紹介済みである。（２）についても今

日から開催している懇談会のことである。（３）の引継保育士の顔合わせと意見交換は，

来年３月の三者懇談会の場で皆様にご紹介させていただく機会を設けたいと考えている。

（４）については，来年１年間にわたって社会福祉法人本宮福祉会から引継ぎにいらし

ていただき，保育内容の把握に努めていただきますと共に円滑に進行できるよう，スケ

ジュールについて話し合いをしていきたいと思っている。（６）は，飯岡地区の町内会の

皆様にご報告をさせていただくことについて今後進めるものである。（７）の引継保育の

準備については，これから保育園の方で引継書というものを作成して順次進めていくと

いうものである。 

２の第２期について説明する。（１）引継保育がこの中では一番大きなものである。来

年の４月１日から主任保育士とクラスに入っていただく保育士３人の方に入っていただ

き，盛岡市職員の身分も併せ持って引継保育を行っていただく。主任保育士は，公立の



主任保育士と一緒に保育園全体の総括という形で業務を行っていただく。３人の保育士

には，それぞれ公立の保育士と一緒にクラス担任としてお子様の状態の把握や保育内容

の習得をしていただく。10月からは，４月からの方々に加えて３人の保育士を派遣して

いただき，４月に入らなかったクラスで，同じく公立の保育士と一緒にお子様の状態の

把握や保育内容の習得をしていただくものである。また，飯岡保育園には看護師もいる

ので，看護師業務についても必要な期間で引き継ぎを行う。 

保育所においては給食も重要な保育の一環であり，こちらの引き継ぎも行う。調理室

の機器の取扱いの仕方，食物アレルギーのお子様への対応，飯岡保育園の調理の仕方な

どについて引き継ぎを行っていくものである。（４）の三者懇談会の開催については，移

管後のより良い保育所運営を行うために今後も定期的に開催していきたいと考えている。

（５）の保護者アンケートだが，引継保育を開始して数か月経ったところで，実施した

いと考えている。この結果については三者懇談会の場でも報告し，その後の引継保育に

反映させていきたいと考えている。 

第３期は移管後の１年間である。４月１日に移管先法人に運営が移管となる。（４）の

特別保育の実施を先に説明させていただく。移管して，現在は午後７時までの１時間延

長保育から２時間延長保育に保育の時間の変更を行いたいと考えている。（３）の定員の

拡大と，（４）イの地域子育て支援センターの開設については，増築等の施設整備を行い

環境が整ったところで開始をしたいと考えるものである。園舎の増改築は（５）に掲載

している。今回，民営化にあたり，130名に定員拡大を予定しているが，児童数に応じて

必要な保育室の面積というものもあり，子育て支援センター開設についても必要な施設

整備をやっていただくことになる。これらの設計と，その後の建築の工事については，

概要を保護者にお知らせなどをしながら進めていくことになる。（８）に保育内容の評価

と結果の公表についてと記載しているが，盛岡市が保護者にアンケートを取らせていた

だき，移管後における保育内容についてのご意見等を公表したいと考えている。（９）の

指導監査の実施については，私立保育所には毎年１回，盛岡市地域福祉課が担当として，

施設の指導監査に入っている。こちらを平成25年度からは飯岡保育園も対象として実施

するものである。 

４の第４期，２年目以降だが，保育自体は，特別保育の実施や定員の拡大は第３期に

実施予定であるので，引き続き良好な保育所運営が行われていくように，盛岡市の職員

が訪問するということと，必要に応じて三者懇談会の方を開催させていただきたいと考

えている。 

 

 【素案についての質疑応答】 

保： 増改築をされるということだが，細かい部分はまだこれからだと思うが，この限ら

れたスペースの中で，園庭も駐車場も含めてどこに増築するかメドはついているのか。 

本： こちら冬の状態がまだ分からないが，北側の方が冬は駐車場にするのは難しいよう



だという話などを聞いており，裏手部分に増築を検討している。乳児もある程度希望が

多いと思うが，０歳児というのは，産休明けから４月生まれの子は１歳になり，一緒に

は出来ないので，乳児のほうを増築し，小さい部屋の数を増やしたいと思っている。子

育て支援センターには広いスペースが必要になると思う。今のところはこういう状況で

ある。 

 

 【今後のスケジュールについて説明】 

市： 盛岡市立飯岡保育園の民営化に関する今後のスケジュールについて（案）について

説明する。 

  １行目は本日の第１回目の三者懇談会である。 

  第２回の三者懇談会は，12月の上旬と考えている。第２回と来年１月下旬に開催を考

えている第３回の三者懇談会については，今日お示ししている素案の移管計画を，皆様

のご意見等を伺いながらもっと詰めた案という形にして，懇談をしていきたいと考えて

いる。 

  ３月の中旬から下旬に第４回の三者懇談会として，引継保育に実際に入っていただく

派遣保育士の紹介等を含めて開催したいと考えている。 

  ４月１日から引継保育が開始する。主任保育士と３人の保育士に入っていただく。 

第５回の三者懇談会は，引継保育が始まって１か月超経過したところで意見交換とい

う形で行いたいと考えている。 

  ７月中旬には，引継保育に係るアンケートを盛岡市でとらせていただきたいと考えて

いる。今年，本宮保育園で引継保育を行っているが，やはり７月末から８月にかけてア

ンケートを行った。引継保育を今までやってきた保育園では，大体このあたりを目安と

してやっている。その結果についての報告と，10月から３人予定している派遣保育士の

紹介を兼ねた第６回の三者懇談会を９月に行いたいと考えている。 

  10月１日からは４月からの４人の派遣保育士に加えて３人の引継保育士の派遣となっ

ている。 

  平成25年３月に第７回の三者懇談会として，移管を前にした意見交換をやらせていた

だきたいと思っている。 

  そして，４月１日に民間移管し，本宮福祉会の運営がこの日から開始する。 

  増改築の時期等については，まだこれから相談の上となってくるので，平成25年度と

記載をさせていただいたが，増改築工事着工・竣工，そして工事が完了したところで定

員の拡大と地域子育て支援センターの事業開始という流れで考えているものである。 

 今回は，特別保育の事業開始のところまでを掲載しているが，三者懇談会については，

移管するまでの期間だけではなく，移管後についても必要な場合に随時開催していくも

のである。 

 



【スケジュールへの質問と懇談における発言はなし。】 

 

【その他】 

市： 次回の第２回の三者懇談会について，12月上旬ということで考えているが，保護者

会長と相談し日程の方を詰めていきたい。内容としては，本日説明した移管計画の修正

案ということで考えている。ここが気になるということなどがあったら，意見箱に入れ

ていただくことで結構なのでお願いしたい。案内等は，第２回の日程等が決まったら改

めて皆様に文書でお示しさせていただくので，よろしくお願いしたい。 

なお，本日の説明会の資料と内容については，後日市のホームページに掲載する予定

としているので，こちらもご覧いただきたい。 

 それでは，以上をもちまして，第１回飯岡保育園三者懇談会を閉会する。どうもあり

がとうございました。 


